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東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請（予備申請） 
に関するお知らせ 

 

当社は、2025年６月19日に開示しました「上場維持基準への適合に向けた計画及びスタン

ダード市場への市場区分変更申請に向けた準備開始に関するお知らせ」のとおり、東京証券

取引所スタンダード市場への市場区分変更申請（以下「変更申請」といいます。）の準備を

進めてまいりました。 

本日開催の取締役会において、変更申請に係る予備申請を実施する旨を決議するととも

に、同日付で予備申請を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本件は上場市場の区分に関する手続であり、当社の事業継続やサービス提供体制に

直ちに影響を及ぼすものではありません。 

 

記 

 

 

１．本件の趣旨について 

当社は、現在、宣誓書違反による再審査の猶予期間に入っており、当該猶予期間の末日で

ある2026年４月30日までに、再審査の申請又はスタンダード市場への市場区分変更申請（こ

れらの予備申請を含みます。）を行わなければ上場廃止となる状況にあります（詳細は、東

京証券取引所が2025年４月30日に公表した文書をご参照ください）。 

また、当社は、現在、プライム市場の上場維持基準（流通株式時価総額100億円以上）に抵

触し、改善期間に入っており、改善期間の末日である2026年３月31日時点で基準に適合して

いない場合、監理銘柄・整理銘柄の指定等を経て上場廃止となる可能性があります。 

当社は、上記の状況を踏まえ、対応方針を検討してまいりましたが、現時点で流通株式時

価総額について改善期間末日までの改善が見込まれないことから、上場維持基準抵触を回避

するとともに、宣誓書違反による上場廃止を回避し、引き続きスタンダード市場上場会社と

して上場を維持するため、変更申請に係る予備申請を行うことといたしました。 

なお、当社は本日、変更申請に係る予備申請を行ったため、改善期間末日後は所定の取扱

いに従い審査が継続されることになります。 

 

２．今後の手続と見通しについて 

今後の手続につきましては、本件は予備申請の段階であり、必要な準備及び審査手続の進

捗に応じて、2026年６月末以降に本申請（正式申請）へ切り替える予定です。 



審査期間は、申請又は予備申請後最長１年間とされております。したがって、本日（2026

年３月27日）の予備申請日から起算して１年以内の2027年３月26日までに、スタンダード市

場の基準に適合するとの判断がなされず、市場区分変更が行われない場合、上場廃止となる

可能性があります。 

また、今般のスタンダード市場への市場区分変更審査においては、宣誓書違反による再審

査の対象となるに至ったコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の不備の改善状況を含

む、スタンダード市場への市場区分変更に係る形式基準・実質基準の全てが審査対象となり

ます。 

市場区分の変更は東京証券取引所の承認をもって最終的に決定されるものであり、審査の

結果、承認が得られない可能性もあります。 

 

３．利用者及びご家族の皆様へ 

本件は資本市場における市場区分に関する手続であり、当社が提供する介護・医療サービ

スの内容、運営体制、現場における安全・品質管理の方針に変更を生じさせるものではあり

ません。 

当社は、介護・医療サービスを担う企業として、利用者の安全と安心を最優先とする経営

姿勢のもと、安定的かつ継続的にサービス提供を行う責任を果たしてまいります。 

 

４．当社の取組について 

当社は、2025年11月14日に公表しました「（開示事項の経過）再発防止策の進捗に関する

お知らせ」に記載の取組の継続に加え、事業基盤及びコンプライアンス・ガバナンス体制の

強化、人材の確保・育成、デジタル技術の活用による業務効率化など、中長期的な視点から

持続的な成長を実現するための施策を推進しております。 

加えて、制度改定（診療報酬・介護報酬等）や外部環境の変化を見据え、稼働の安定化、

提供体制の最適化、コスト構造の見直し等を通じた収益性・財務規律の確保に取り組むとと

もに、内部管理体制の実効性を高める取組を継続してまいります。 

市場区分変更後においても、これらの施策を着実に実行し、地域社会における介護・医療

ニーズの変化も踏まえ、持続的な成長と企業価値向上の実現を目指して経営を進めてまいり

ます。 

 

５．不確実性と開示方針について 

本件は審査手続を要するため、現時点で市場区分変更の実現を保証するものではありませ

ん。今後、本件に関し開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。 

 

以 上 

 


